
奈
良
県
告
示
第
四
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
四
十
八
条
の
十
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
自
転
車
歩
行
者
専
用
道
路
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
奈
良
県
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
一
月
間

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

路
線
名

大
和
青
垣
吉
野
川
自
転
車
道
線

二

道
路
の
区
間

奈
良
市
西
九
条
町
五
丁
目
（
佐
保
川
左
岸
堤
防
地
内
）
か
ら
奈
良
市
西
九
条
町
五
丁
目
（
佐
保
川

左
岸
堤
防
地
内
）
ま
で

奈
良
市
西
九
条
町
五
丁
目
（
佐
保
川
左
岸
堤
防
地
内
）
か
ら
奈
良
市
西
九
条
町
五
丁
目
（
佐
保
川

左
岸
堤
防
地
内
）
ま
で

大
和
郡
山
市
下
三
橋
町
五
七
二
番
四
先
か
ら
大
和
郡
山
市
下
三
橋
町
四
四
六
番
一
先
ま
で

三

指
定
期
日

令
和
三
年
三
月
三
十
日
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